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１ 平成29年度 男女共同参画推進センターシンポジウムを開催します 

男女共同参画推進及び女性研究者支援に開催する啓発を目的とし、全学シンポジムを開催します。 

今回は、「仕事と介護の両立～がんばらない介護～」をテーマとしています。 男女ともにより働きやすい職場環

境をつくるため、また、地域との幅広い連携も視野に入れ、学内外の皆様と考える機会とするために行います。 

多数の教職員のご参加をお待ちしています。 

                                                       ＊日 時   平成29年12月11日（月） 13：30～16：15   

＊会 場   福井大学 アカデミーホール（文京キャンパス） 

＊対 象   教職員・学生・一般の方  参加費 無料 

＊講 演   「仕事と介護の両立 ～がんばらない介護～ 」 

        橋中 今日子 氏 （介護者メンタルケア協会代表 

                           理学療法士・メンタルコーチ） 

＊パネルディスカッション 講師 ： 橋中今日子 氏 
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2 「福井大学オープンキャンパス2017」が開催されました 

「福井大学オープンキャンパス2017」が8/9(水)松岡キャンパス、8/23(水) 

文京キャンパスにて開催されました。 

男女共同参画推進センターでは「女性研究者ロールモデル＆支援事業紹介パ

ネル展示」を行い、オープンキャンパスに訪れた高校生や保護者の方を対象に、

本センターの取組や、福井大学で活躍する女性研究者の研究内容等の紹介を

しました。 

文京キャンパスでは、「理系女子応援セミナー」が開催され、女性研究者からは

“リケジョ”の魅力について、現役女子大学生からは学生生活や福井大学の魅

力についての話がありました。参加者からは「リケジョというと難しい話かと

思ったが、身近な話で聞きやすくて良かった」「聞きたかったことが詳しく聞けて

分かりやすかった」などの声が聞かれました。また、リケジョの学生・教員・技術

スタッフから、対話形式で話を聞くことができる「リケジョ相談コーナー」も開設

され、来場した高校生が自分の将来や進路選択について熱心に相談する姿が

見られました。 



≪発行元≫ 男女共同参画推進センター（内線；文京2206）E-mail danjyo@ml.cii.u-fukui.ac.jp 

女性研究者交流サロン（ランチミーティング）を開催しました 
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３ 

「公的介護保険制度」とは・・・ 

公的介護保険制度とは、国籍に関係なく日本に住んでいる40歳以上の人全員の加入が義務づけられた

公的な介護制度です。 

介護が必要な場合、居住地域の自治体に申請し、要介護（要支援）と認定されれば、介護サービスを受け

ることが出来ます。 

日にち ： 平成29年11月24日（金） 

時    間 ： 11：30～13：30 

場    所 ： 総合研究棟Ⅰ 13Ｆ 

         （男女共同参画推進ｾﾝﾀｰ） 

申込締切日 ： 11月22日（水） 

申込み ： 男女共同参画推進ｾﾝﾀｰ 

     （0776）27-9858/内線2206（文京） 

＊途中参加・退出もＯＫです。 

 男性の参加もお待ちしています。 

（昼食代：¥1,200を当日集めます） 

 
公的介護保険制度について 

介護支援 

Ｔｏｐｉｃ 

8月1日（火）にランチミーティングが開催され、8名の参

加がありました。 

現在単身赴任で福井大学にて勤務し、来年春にご家族と

福井で一緒に生活する予定の女性研究者からは、福井

の教育事情や子育て事情について質問等もあり、福井で

育児中の先輩女性研究者やアドバイザーから、福井県な

らではの魅力、福井式「仕事と家庭の両立」について話が

ありました。また、出産を控え育児休業を取得する予定の

女性の参加もあり、大変和やかな時

間となりました。参加者にとって大変

有意義な交流会となり

ました。 

  次回交流サロン開催の 

     お知らせ 

 第１号被保険者（65歳以上の方） 第２号被保険者（40歳から64歳の方） 

対象者 65歳以上の方 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 

受給要件 ・要介護状態 

・要支援状態 

・要介護（要支援）状態が、老化に起因する疾病 

 （特定疾病＊）による場合に限定。 

保険料の徴収方法 ・市町村が徴収 

 （原則、年金から天引き） 

・65歳になった月から徴収開始 

・医療保険料と一体的に徴収 

・40歳になった月から徴収開始 

＊ 1.がん（末期） 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症 4.後縦靱帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症 7.進行性核上性麻痺、
大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症
および糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化 15.慢性閉塞性肺疾患 16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

 男女共同参画（仕事と介護の両立）についての意識調査アンケート 

 （Ｈ29.7.24～8.10実施）にご協力いただき、ありがとうございました。 

厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/2gou_leaflet.pdf 
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